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（例規 75） 

国産車両用優良部品の調達要領について（通達） 

標記について、下記により実施されたい。 

なお、陸幕発武第 295号（35.５.21）「国産装輪車両優良部品調達要領に関

する通達」（例規 75）、及び陸幕発武第 483号（38.９.16）「国産装輪車両優

良部品調達要領の細部事項について（通達）」（例規 75）は廃止する。 

 

記 

１ 目的 

国産車両（トレーラを含む。）の整備のため純正部品とともに、純正部品と

品質・機能がほぼ同等の市販部品（以下「優良部品」という。）を調達し、予

算の効率的使用を図る。 

２ 優良部品対象品目の範囲 

別紙第１に示すとおり。 

３ 調達採用部品の選定及び銘柄の指定 

補給統制本部長は、優良部品対象品目について、次の各号を考慮のうえ調達

採用部品及び銘柄を選定及び指定し、毎年１回 10月末（昭和 49年度は昭和 48

年 12月末）までに各補給処長へ指示するものとする。 

(１) 調達採用部品の選定 

ア 取得の可能性 

イ 経済性 

(２) 銘柄の指定 

ア 純正部品業者 

http://gsowww.c3i.jgsdf.go.jp/houki/d1w/34890063065300000000/41090069017200000000/41090069017200000000_j.html#JUMP_SEQ_37#JUMP_SEQ_37


イ JIS認定品目製造業者 

ウ 陸上自衛隊装備車両に装着している部品の供給銘柄 

エ 類似部品の納入実績があり、品質を保証し得る銘柄 

４ 優良部品規格の整備 

補給統制本部長は、調達採用部品について品質の確保を図るため優良部品規

格の整備を行うものとする。 

５ 調達の方法 

陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書、優良部品規格及び個別仕様書により調

達するのを原則とする。 

なお、補給処以外の部隊等において調達する必要のある場合は、補給処と十

分調整を行い、同一方法により調達する。 

６ 対象品目等の変更、追加及び削除 

(１) 各補給処長は、優良部品対象品目の変更、追加及び削除を必要とする場

合は、その都度別紙第２の様式により陸上幕僚長（補給統制本部長経由）

へ上申する。 

(２) 各補給処長は、調達採用部品及び銘柄の変更、追加及び削除を必要とす

る場合は、その都度前号の様式により補給統制本部長へ報告する。 

７ 調達実績の通知 

各補給処長は、年度ごとの調達実績を別紙第３の様式により毎年６月末まで

に補給統制本部長へ報告する。 

８ 実施の時期 

昭和 49年度調達から実施するものとする。 

添付書類：別紙第１～別紙第３ 
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http://gsowww.c3i.jgsdf.go.jp/houki/d1w/34890063065300000000/41090069017200000000/41090069017200000000_j.html#JUMP_SEQ_41#JUMP_SEQ_41
http://gsowww.c3i.jgsdf.go.jp/houki/d1w/34890063065300000000/41090069017200000000/41090069017200000000_j.html#JUMP_SEQ_37#JUMP_SEQ_37
http://gsowww.c3i.jgsdf.go.jp/houki/d1w/34890063065300000000/41090069017200000000/41090069017200000000_j.html#JUMP_SEQ_41#JUMP_SEQ_41


 

 



別紙第２ 

 

優良部品      変更、追加、削除の上申（依頼）書 

 

 

 

寸法：日本産業規格Ａ４ 

注 

 １ 標題の対象品目は、採用部品及び銘柄のうち該当するものを○で囲む。 

 ２ 区分欄には変更、追加、削除のうち該当する区分を記入する。 

 ３ 物品番号欄以下は前項の区分のいずれの場合においても記入する。 

 ４ 変更の場合は現行内容を上部に記入し、その下部に変更内容を朱書するか又はアンダーラインを付して記入する。 

 ５ 理由欄 

  (1) 上申書の場合は優良部品としての調達の可能性及び経済性等について詳細に記入する。 

  (2) 依頼書の場合は銘柄の JIS認定番号等補足資料を具体的に記入する。 

 ６ 採用部品の追加の場合はこの依頼書のほか優良部品規格に準じた資料を別葉として添付する。 

区 分 物 品 番 号 部 品 番 号 品 名 銘    柄 理             由 

      

      

対象品目 

採用部品 

銘  柄 



別紙第３ 

優 良 部 品 調 達 実 績 表 

 

令和  年度   優良部品調達実績表 

                                     補給処名 

（１） 

一連番号 

（２） 

部 品 番 号 

（３） 

部品識別 

コ ー ド 

（４） 

品    名 

（５） 

調達数量 

（６） 

調達単価 

（７） 

((５)×(６)) 

調 達 金 額 

（８） 

備       考 

        

 

        

寸法：日本産業規格Ａ４ 

 

注：同一品目を年度内に２回以上調達した場合は四半期の区分を備考欄に記入する。 


